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外来機能報告制度について

外来医療の機能の明確化・連携

1.外来医療の課題

① 患者の医療機関の選択に当たり、タト来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、一部
の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生していると

〇 人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化・連携を進
めていく必要。

2.改革の方向性                                .

○ 地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、

① 医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告 (外来機能報告)する。

② ①の外来機能報告を踏まえ、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う。

→ ①・②において、協議促進や患者の分かりやすさの観点から、

幹的に担う医療機関 (紹介受診重点医療機関)を明確化

・ 医療機関が外来機能報告の中で報告し、国の示す基準を参考にして、地域の協議の場で確認することにより決定

患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医B市働き方改革に寄与

かかりつけ医機能を担う医療機関            紹介受診重点医療機関
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(「医療資源を重点的に活用する外来」〉

○医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来  (悪性腫瘍手術の前後の外来 など)

○高額等の医療機器・設備を必要とする外来  (タト来化学療法、外来放射線治療 など)

○特定の領域に特化した機能を有する外来  (紹介患者に対する外来 など)

病院のタト来患者の待ち時間
の短縮、勤務医の外来負担
の軽減、医師働き方改革

(女子割 ,lの収集、横展開等) 介患者への外来を基本とする医療機関の明確化

生



O外 来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着日して、
以下のとおり紹介患者への外来を基本とする医療機関 (紹介受診重点医療機関)を明確化する。
①外来機能報告制度を創設し、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有
無等を報告し、

②「地域の協議の場」において、報告を踏まえ、協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が公表する。
※紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上の病院に限る。)は、紹介状がない急者等の外来受診時の定額負担の対象となる。

紹介受診重点医療機関について

【外来機能報告】

Or医療資源を重点的に活用する外来 (重点外来 )」 等の実施状況
・医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・特定の領域に特化した機能を有する外来

O紹介・逆紹介の状況

O紹介受診重点医療機関となる意向の有無

Oその他、地域の協議の場における外来機能の明確化・連携の推進

のための必要な事項

医療機関 都道府県

【地域の協議の場】

①医療資源を重点的に活用する外来に関する基準 (※ )を満たした医療機関に
ついては、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を確認し、紹介率・逆紹
介率等も参考にしつつ協議を行う。
(※ )初診に占める重点外来の割合40%以上 かつ

再診に占める重点外来の割合25%以上

②医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たさない医療機関であつ
て、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有ずる医療機関については、
紹介率・逆紹介率等 (※ )を活用して協議を行う。
(※ )紹介率500/毛 以上及び逆紹介率40%以上

③協議が整った場合に、紹介受診重点医療機関として都道府県が公表する。

紹介受診重点医療機関
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機能を担う医療機関」を受診し、必

要に応じて紹介を受けて紹介受診

重点医療機関を受診する。

かかりつけ医機能を担う医療機関
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・病院の外来患者の待ち時間の短縮
・勤務医の外来負担の軽減

等の効果を見込む山白■:HL』 !

外来機能報告の年間スケジュールについて

o外来機能報告は、病床機能報告と一体的に報告を行うこととする。スケジュールは以下の通り。

【令和4年度】

4月 ～ B対象医療機関の抽出(※ )    |
B NDBデータ(前年度4月 ～3月 )を 対象医療機関別に集計

9月 頃 ・対象医療機関に外来機能報告の依頼
E報告用ウエブサイトの開設
・対象医療機関にNDBデータの提供

10～ 11月 頃 口対象医療機関からの報告

12月 頃 ロデータ不備のないものについて、集計とりまとめ
口都道府県に集計とりまとめを提供

1～ 3月 頃 口地域の協議の場における協議
B都道府県による紹介受診重点医療機関の公表
日都道府県に集計結果の提供

(※ )無床診療所の中にも、高額な医療機器等による検査を集中的に実施しているものもあるため、そのような無床診療所については対象医療機関
に含めることとする。具体的には、令和4年度については、円滑な事務手続のため、該当する蓋然性の高い医療機関に外来機能報告を行うか

否かの意向を確認した上で、意向有りとした無床診療所について、対象医療機関に含めることとする。
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参考資料

(1)医療資源を重点的に活用する外来(重点外来)の実施状況

① 重点外来の実施状況の概況 〔NDBで字巴握できる項目〕
日重点外来の類型ごとの実施状況を報告

<報告イメィジ>

※「患者延べ数」とは、患者ごとの受診日数を合計したものとする。

② 重点外来の実施状況の詳細 〔NDBです巴握できる項目〕
口重点外来のうち、主な項目の実施状況を報告

<報告イメージ>
重

外来 した

外来放射線治療加算を算定した件数 件

cT撮影を算定した件数 件

MRI撮影を算定した件数 件

PET検査を算定した件数 件

SPECT検 査を算定した件数 件

高気圧酸素治療を算定した件数 件

画像等手術支援加算を算定した件数 件

悪性腫瘍手術を算定した件数 件

(2)紹介受診重点医療機関となる意向の有無 〔NDBで把握できない項目〕

回数 初診 (再診)の外来延べ患者数に対する割合
初診の外来の患者延べ数 日

日 %

日

日

日

源を 的 I る

特 定

ロ

日 0/6

日

日

日

再診の重点外来

外来化学療法加算を算定した件数 件

外来放射線治療加算を算定した件数 件

CT撮影を算定した件数 件

MRI撮 影を算定した件数 件

PET検査を算定した件数 件

SPECT検査を算定した件数 件

高気圧酸素治療を算定した件数 件

画像等手術支援加算を算定した件数 件

悪性腫ら手術を算定した件数 件

外来機能報告における報告項目①
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(3)地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項

① その他の外来口在宅医療口地域連携の実施状況 〔NDBS巴握できる項目〕
・ 地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な外来口在宅医療口地域連携の実施状況を報告

<報告イメージ>
生活習慣病管理料を算定した件数 件

特定疾患療養管理料を算定した件数 件

絡尿病合併症管理料を算定した件数 件

絡尿病透析予防指導管理キ|を算定した件数 件

機能強化加算を算定した件数 件

小児かかりつけ診療料を算定した件数 件

地域包括診療料を算定した件数 件

地域包括診療加算を算定した件数 件

オンライン診療料を算定した件数 件

往診料を算定した件数 件

在宅急者訪問診療料(I)を 算定した件数 件

在宅時医学総合管理料を算定した件数 件

診療情報提供料(I)を 算定した件数 件

診療情報提供料(Ⅲ )を算定した件数 件

地域連携診療計画加算を算定した件数 件

がん治療連携計画策定料を算定した件数 件

がん治療連携指導料を算定した件数 件

がん息者指導管理料を算定した件数 件

外来緩和ケア管理料を算定した件数 件

② 救急医療の実施状況 〔病床機能報告で宇巴握できる項目〕(病床機能報告で報告する場合t省略可)

・ 休日に受診した患者延へ数、夜間口時間外に受診した患者延べ数、救急車の受入件数を報告
>

③ 紹介B逆紹介の状況(紹介率日逆紹介率)〔 NDBで事巴握できない項目〕(有床診療所は任意)

・ 紹介率ヨ逆紹介率を報告 (初診患者数、紹介患者数、逆紹介患者数)

人数・件数
人休 日に 史 診 した 愚 者 処 べ 致

人

人夜間・時間外に受診した患者延べ数

人

秋急軍の受入件数 件

外来機能報告における報告項目②
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外来機能報告における報告項目③

④ 外来における人材の配置状況 〔専門看護師・認定看護師,特定行為研修修了看護師を除き、病床機能報告で把握できる項目〕(病
床機能報告で報告する場合、重複項目は省略可)(有床診療所は任意)

日 医師について、施設全体の職員数を報告                          ｀

日看護師、専門看護師日認定看護師・特定行為研修修了看護師、准看護師、看護補助者、助産師、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、薬剤師、臨床工学技士、管理栄養士について、外来部門の職員数を報告
※ 勤務時間の概ね8割以上を外来部門で勤務する職員を計上。複数の部門で業務を行い、各部門での勤務が通常の勤務時間の8割未満となる場

合は、外来部門の職員として計上 (病床機能報告と同様の計上方法)

<報告イメージ>(専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師を除き、病床機能報告と同様)

常勤 (実人数) 非常勤(常勤換算)

<施設全体>
医 師 人 人

<外来部門>
看護師 人 人

専門看護師 i認定看護師・

特章行為研修修了看詣師
人 人

准者護師 人 人

看護補助者 人 人

常勤 (実人数 ) 非常勤 (常勤換算 )

助産師 人 人

理学療法士 人 人

作業療法士 人 人

言語聴覚士 人 人

薬剤師 人

踊床工学技士 人 人

管理栄養士 人 人

⑤ 高領等の医療機器口設備の保有状況 〔病床機宮ヒ報告で把握できる項目〕(病床機宮ヒ報告で報告する場合《省略可)

ロマルチスライスCT(64列 以上、16列～64列、16列未満)、 その他のCT、 MRI(3テスラ以上、1.5～ 3テスラ未満、1.5テスラ
未 満 )、 血 管連続 撮影 装 置 (DSA法 を行う装置 )、 SPECT、 PET、 PETCT、 PETMRI、 ガンマナイフ、サイバーナイフ、強 度

変調放射線治療器、遠隔操作式密封小線源治療装置、内視鏡手術用支援機器 (ゲヴィンチ)の台数を報告

4
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医療資源を重点的に活用する外来

O「医療資源を重点的に活用する外来」(重点外来)は t以下の類型①～③のいずれかの機能を有する外来と
する。     ′

① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
次のいずれかに該当した入院を「医療資源を重点的に活用する入院」とし、その前後30日 間の外来の受診を、類型①に該

当する「重点外来」を受診したものとする。(例 れヽんの手術のために入院する患者が術前の説明・検査や術後のフオローアップを外来で受けた等)

洋 Kコード(手術)を算定
>」コード(処置)のうちDPC入院で出来高算定できるもの (※ ¬)を算定

※司:606oc耐以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000点 以上のもの
. > Lコ ード(麻酔)を算定

> DPC算定病床の入院料区分
> 短期滞在手術等基本料2、 3を算定

の 高領等の医療機器日設備を必要とする外来 も
1 次のいずれかに該当した外来の受診を、類型②に該当する「重点外来」を受診したものとする。

>外未化学療法加算を算定
>外 来放射線治療加算を算定|>短

期滞在手術等基本料1を算定
> Dコード(検査)、 Eコード(画像診断)、 」コード(処置)のうち地域包括診療料において包括範囲外とされているもの(※ 2)

を算定
※2:脳誘発電位検査、CT撮影等、550点以上のもの

: > Kコード(手術)を算定
痒 Nコード(病理)を算定

③ 特定の領城に特化した機能を有する外来(紹介息者に対する外来等)

次の外来の受診を、類型③に該当する「重点外来Jを受診したものとする。
>診 療情報提供料 Iを算定した30日 以内に の医療機関を受診した場合、当該『別の医療機関」の外来
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医療資源を重点的に活用する外来に関する基準

○ 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準 (重点外来基準)は、患者に対するわかりやす
さの観点や地域での協議を進めやすくする観点から、初診と再診とで患者の受診行動に相違があ
ることを勘案して設定する。

○ 具体的な水準については、他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供するこ
ととされている地域医療支援病院の状況を踏まえ、初診基準40%以上かつ再診基準25%以上と

する。

・初診の外来件数のうち「重点外来」の件数の占める割合

25%以上 (再診基準 )

5

9

・再診 数の占める割合



紹介率・逆紹介率

O紹 介口逆紹介を推進する観点から、地域の協議の場で参考とする指標のうち、特に重要な指標
として紹介率・逆紹介率を位置付ける。

O具 体的な水準は、現在の分布状況、地域医療支援病院の承認要件及び医療資源を重点的に
活用する外来に関する基準への該当状況を勘案して、紹介率50%以上 かつ 逆紹介率40%
以上とする。

(参考)地域医療支援病院の紹介率・逆紹介率の定義

地域医療支援病院(平成10年5月 19日 付け厚生省健康政策局長通知)

紹介率 紹介患者の数/初診患者の数

逆紹介率 逆紹介患者の数/初診患者の数

基準 紹介率80%以上、紹介率65%以 上かつ逆紹介率40%以上、紹介率50%以上かつ逆紹介率70%以上

紹介患者の数 開設者と直接関係のない他の病院又は診療所から紹介状により紹介された者の数 (初診の患者に限る。また、紹介元である他
の病院又は診療所の医師から電話情報により地域医療支援病院の医師が紹介状に転記する場合及び他の病院又は診療所等
における検診の結果、精密検診を必要とされた患者の精密検診のための受診で、紹介状又は検査票等に、紹介目的、検査結果
等についてその記載がなされている場合を含む。)

逆紹介患者の数 地域医療支援病院から他の病院又は診療所に紹介した者の数。

診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示ず文書を
添えて紹介を行つた患者 (開設者と直接関係のある他の機関に紹介した患者を除く。)

初診患者の数 患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があつた患者の数 (地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車
により搬入された患者、当該地域医療支援病院が医療計画において位置付けられた救急医療事業を行う場合にあっては、当該
救急医療事業において休日又は夜間に受診した患者及び自他覚的症状がなく健康診断を目的とする当該病院の受診により疾
患が発見された患者について、特に治療の必要性を認めて治療を開始した患者を除く。)
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O地 域における協議の場の参観者は、郡市区医師会等の地域における学識経験者、代表性を考慮した病院日

(有床)診療所の管理者、医療保険者、市区町村等とする。

O令 和4年度については、外来機能報告等の施行初年度であるため、紹介受診重点医療機関の明確化に関
ずる協議を中心に行う。

O国において者「道府県が参考とずるガイドラインを作成、都道府県は、ガイドラインを参考として、地域の実情
に応じながら運営する。

地域における協議の場

協議事項 追加の参加者

紹介受診重点医療機関の明確化

外来機能の明確化・連携の推進

①重点外来基準該当であり、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有しない医療機関
②重点外来基準非該当であり、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する医療機関

^  ―(協議内容に応じて適宜検討)

魁 機紹 介 受 診 重 点 医療 機 関 に 関 す る協 議 の進 め 方

○医療機 関 ごとの紹介受診童点 医療機関の意向の有無、支点タト来基準の適合状況、タト来医療の実施状況等 を踏 まえて議論。

Oく の際、立点タト来基準 と医療機関の意向が合 ,テ次しない医療オフ鶴関について、 当該地域の地域性や 当該 医療機関の特性等 を

考慮 して議論。イタllえ ば、地域 によっては、 ある診療科 を標榜す る医療機関が1か 所 しかな く、 当該 医療機関が紹介文診

童点 医療機関 を担 うことによ り、住 民への医療提供 に支障 をきたすケース も想定 され ることか ら、 こうした点 について

地工 における協議の場 において十分 な検討 協議 を行 う。

※考痣すべき医療機関の特性や地域性の詳細についてはガイドラインで明示予定。

○地域 の協議の場 (1回 目)で医療オァ機関の意向 と異ナょヽる結論 とナょヽった場合 は、 当該 医療機関において、地域の協議の場で

の議論 を踏 まえて再度検討 を行 っていただ く。 当該 医療機関の再度検討 した意向 を踏 まえ、地域の協議の場 (2回 目 )

での協議 を再度実施。

※地域の協議の場の協議の進め方については、状′兄に痣じて持ち回りとする、文書提出のみとするなどの柔軟な対応も可能とする。

○紹介受診童点医療オァ機関について、 医療オT鴨 関の意向 と地域の協議の場での結論 が下致 した ものにTRり 、協議が整 った もの

と して、協議結果 を取 りま とめて公表。 6
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